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総会次第  
  

 

 

審議事項    

 

第１号議案 令和６年度事業報告について    

 

第２号議案 令和６年度収支決算報告について    

 

第３号議案 令和６年度慶弔費収支決算報告について    

 

第４号議案 令和６年度特別会計収支決算報告について    

 

第５号議案 令和６年度ＰＴＡ創立記念積立金決算報告について    

 

第６号議案 ＰＴＡ規約等の改正について  

 

第７号議案 令和７年度事業計画案について 

 

第８号議案 令和７年度収支予算案について 

 

第９号議案 令和７年度役員案について    

 

その他  
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国分寺小学校父母と先生の会（Ｐ.Ｔ.Ａ）規約 

 

第 １ 章  名称及び事務所 

第 １ 条 この会は国分寺小学校父母と先生の会（ＰＴＡ）という。 

第 ２ 条 この会は事務所を国分寺小学校内に置く。 

第 ２ 章  目的及び活動 

第 ３ 条 この会は父母と先生とが協力して学校と家庭と社会における児童の健全な成長をはか     

り、教育の理解と振興につとめるため、会員の学習や活動を行うことを目的とする。 

第 ４ 条 この会は前条の目的をとげるため、次の活動をする。 

     １ 父母会員、先生会員が親しみ学校と家庭の教育を理解し合うように努める。 

     ２ 学校と家庭とが連携し合って、児童の生活の指導をする。 

     ３ 児童の生活環境をよくする。 

     ４ 公教育費の充実を促進するように働きかける。 

     ５ その他必要と認める事項。 

第 ３ 章  方    針 

第 ５ 条 この会は教育の振興を本旨とする民主団体として次の方針に従って活動する。 

     １ 児童、青少年教育や福祉のために活動する他の団体や機関と協力する。 

     ２ 会員の総意に基づいて父母と先生が会員として同等な立場で運営される。 

     ３ 特定の政党や宗派にかたよる活動やもっぱら営利を目的とする行為は行わない。 

     ４ この会またはこの会の役員の名で公私の選挙の候補者を推薦しない。 

     ５ 学校の人事、管理には干渉しない。 

第 ４ 章  会    員 

第 ６ 条 この会の会員となることができるものは、 

     １ 正 会 員 ア 児童の父母またはこれに代わるもの 

            イ 先生 

     ２ 特別会員 この会の目的に賛同して活動に参加するもの 

            ただし、運営委員の決定を得るものとする。 

第 ７ 条 この会の会費は父母が共同して月額 270 円を納入するものとする。なお、先生も月額 

     270 円を納入するものとする。ただし、特別会員の会費は月額 270 円以上とする。 

第 ５ 章  役    員 

第 ８ 条 この会に次の役員を置く。 

     １ 会 長 １名  

     ２ 副会長 ４名以内 

     ３ 書 記 ２名以内、副書記 １名 ････ 先生 

     ４ 会 計 ２名以内、副会計 １名 ････ 先生 

          ５ 顧 問 １名 ････ 校長 

     役員は他の役員、監査委員を兼ねることができない。 

     書記長、会計長をおくことができる。 

第 ９ 条 役員は選考委員会又は前年度役員会において選出し、総会の承認を得るものとする。 

第１０条 役員の任期は、原則として２年とする。ただし、再任はさしつかえない。 

第１１条 会長は次の職務を行う。 

     １ 総会及び運営委員会を招集し、会議の議長となることができる。 

     ２ 他の役員及び校長の意見をきいて、常置委員会の委員長・副委員長及び学年委員 

       長・副委員長を委嘱することができる。 

     ３ 運営委員会又は役員会の承認を得て、臨時委員会の委員長を委嘱する。 

     ４ 会長は必要に応じすべての集会に出席して意見をのべることができる。 

     ５ 必要に応じて役員会を召集することができる。 

第１２条 副会長は会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代行する。 

第１３条 書記は次の職務を行う。 

     １ 総会及び運営委員会の議事ならびにこの会の活動に関する重要事項を記録する。 

     ２ 記録通信、その他の書類を保管する。 

     ３ 書記長は庶務全般のまとめをする。 
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     ４ 副書記は書記を補佐する。 

第１４条 会計は次の職務を行う。 

     １ 総会が決定した予算に基づいて一切の会計事務を処理する。 

     ２ 定期総会には会計報告をする。 

     ３ この会の財産を管理する。 

     ４ 予算の立案に協力する。 

     ５ 会計長は予算執行状況の円滑をはかり、会長と連絡をとり適正をはかる。 

     ６ 副会計は会計を補佐する。 

第１５条 顧問は次の職務を行う。 

     １ 必要に応じすべての会議に出席して意見をのべることができる。 

第 ６ 章  会    計 

第１６条 この会の活動に要する経費は会費・寄付金・その他の収入によってあてる。 

第１７条 この会の会計は総会において決議された予算に基づいて行われる。 

第１８条 この会の決算は会計監査を経て総会に報告され、承認を得なければならない。 

第１９条 この会の会計年度は ４月 １日からはじまり翌年 ３月３１日におわる。 

第 ７ 章  監査委員 

第２０条 この会の運営や会計を監査するために３名の監査委員を置く。 

第２１条 監査委員は選考委員会又は前年度役員会で選出し、総会の承認を得るものとする。 

第２２条 監査委員は必要に応じ随時監査を行うことができる。 

第２３条 監査委員の任期は１年とする。ただし、再任はさしつかえない。 

第 ８ 章  役員・監査委員選考委員会 

第２４条 役員及び監査委員を選考するために、選考委員を置くことができる。 

第２５条 選考委員会の委員の数と選出方法は細則できめる。 

第２６条 選考委員会の委員はその任務を終了したときに解任される。 

第 ９ 章  総    会 

第２７条 総会は全会員をもって構成され、この会の最高決議機関である。 

第２８条 総会は定期総会及び臨時総会とする。 

     定期総会は４月に開催する。 

臨時総会は運営委員会が必要と認めたとき、また会員の 10 分の１以上の要求があっ     

たときに開催する。 

第２９条 総会は会員の５分の１以上の出席者で成立し、議事は出席者の過半数で決する。 

第１０章  運営委員会 

第３０条 運営委員会は役員・常置委員会の委員長・学年委員長・臨時委員会の委員長をもって     

構成される。 

     運営委員会は重要事項について審議し、各常置委員会及び学年委員会の連絡調整をは     

かり、総会に提出する議案を作成する。また、緊急重要事項については運営委員会において

特別措置をとることができる。ただし、各委員会の権限をおかしてはならない。なお、運営

委員会が議事を審議できない場合は、役員会をもってかえる。 

第３１条 運営委員会は会長が必要と認めたとき、また構成員の４分の１以上の要求があったと     

きに開催する。 

第３２条 運営委員会の議事は出席者の過半数できめる。 

第１１章  常置委員会ならびに臨時委員会 

第３３条 この会の活動に必要な事項について調査研究立案するために常置委員会を置くことができ 

る。常置委員会について必要な事項は細則できめる。 

第３４条 特別な事項については臨時委員会を設けることができる。 

     臨時委員会について必要な事項は細則できめる。 

第１２章  学年委員及び学級委員 

第３５条 学年や学級独自の活動を行うため学年委員及び学級委員を置くことができる。 

     学年や学級の活動についての必要な事項は細則できめる。 

第１３章  補導委員 

第３６条 各地区の活動を円滑にするために、補導委員を置く。 

     補導委員の活動についての必要な事項は細則できめる。 
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第１４章  細    則 

第３７条 イ この会の運営に関して必要な細則はこの規約に反しない限り運営委員会又は役員会の議

決を経て定める。 

     ロ 運営委員会又は役員会は細則を制定し、または改廃した場合には、その結果を次期総会

に報告しなければならない。 

第１５章  改    正 

第３８条 この規約は、総会において出席者の３分の２以上の賛成がなければ改正することがで     

きない。ただし、改正案は前もって全会員に知らせておかなければならない。 

第１６章  付    則 

第３９条 この規約は昭和４７年  月  日より実施する。 

          昭和６２年 ４月１６日 一部改正 

          平成 ７年 ４月２１日 一部改正 

          平成１８年 ４月２１日 一部改正 

          平成１９年 ４月２０日 一部改正 

          平成２３年 ２月２２日 一部改正 

          令和 ６年 ５月 ９日 一部改正 

          令和 ７年 ５月  日 一部改正 

 

国分寺小学校父母と先生の会（Ｐ.Ｔ.Ａ）細則 

第 １ 章  役員並びに監査委員の選出及び就任 

第 １ 条 役員並びに監査委員の選出及び就任は次のとおり行われる。 

     １ 選考委員は次の方法によって選ぶことができる。 

      イ 選考委員は学年で２名選出し、互選により委員長１名・副委員長２名を決定する。 

      ロ 選考委員の選出は前年度３月中に行い、選考委員会を後期中に開くものとする。 

     ２ 選考委員は役員及び監査委員になることはできない。 

       なお、運営委員会の推薦により同委員１名が選考委員会に出席することもできる。 

     ３ 選考の結果、その氏名を発表する前に本人の同意を得なければならない。 

     ４ 役員及び監査委員は定期総会において承認され就任する。 

第 ２ 条 会長に欠員を生じたとき、互選により副会長が昇格する。任期は前任者の残任期間と     

する。 

第 ３ 条 会長以外の役員に欠員が生じたときは、運営委員会がこれを補充することができる。任期は

残任期間とする。 

第 ２ 章  総    会 

第 ４ 条 定期総会は原則として４月中に開催し、支障あるときは遅くとも５月中に開催されな     

ければならない。 

第 ５ 条 会員の移動に関する報告及び選考委員会又は前年度役員会で選考された新役員の承認並びに

年間計画収支予算の審議決定は定期総会において行う。 

第 ６ 条 監査を経た収支決算額の承認は定期総会において行う。 

第 ７ 条 総会において議事の円滑な進行を計るため議長団を構成することができる。 

第 ３ 章  会費の納入 

第 ８ 条 先生または父母いずれか１人の場合においても会費は月額 2７0 円とする。 

区域内在住の先生はいずれか一方の会費を納入するものとする。 

第 ９ 条 会費は５月中に学校集金により本部会計に納入する。 

ただし、特別会員の会費は、直接本部会計に納入するものとする。 

第 ４ 章  監査委員 

第１０条 この会の監査委員は役員以外の会員中から選ぶものとする。 

第 ５ 章  常置委員会及び臨時委員会 

第１１条 常置委員会は原則として広報委員会・研修委員会・厚生委員会を置くことができるものとす

る。 

第１２条 臨時委員会はその任期を終了したときに解散する。 

第１３条 各常置委員会の委員は学年で２名選出し、互選により委員長１名・副委員長２名を決定する。

ただし、補導委員会の委員に限り各地区の委員をもって構成し、委員の数は別表に定める。
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必要に応じ、各常置委員会の中に書記・会計を置くことができる。先生はいずれかの委員会

に所属することができる。 

第１４条 常置委員会の委員長及び副委員長並びに委員の任期は１年とする。 

ただし、再任はさしつかえない。 

第１５条 広報委員会は 

１ この会の趣旨解明につとめる。 

２ 会員相互の連絡、通信の伝達などを行い、各種委員会の活動に協力する。 

３ 機関紙ＰＴＡだよりを編集、発行する。 

第１６条 研修委員会は 

１ すべての会員が一層よい父母、よい先生となるように種々の研修の機会をつくり、互い

にみがき合うようにつとめる。 

２ 地域社会に対してこの会の教育的な催しに参加する機会をあたえる。 

第１７条 補導委員会は 

１ 児童の家庭生活、社会生活並びに児童相互の自主的団体生活の補導及び指導をする。 

２ 児童の交通安全を守るための指導や協力をする。 

３ 地域・環境の改善、充実にあたる。 

第１８条 厚生委員会は 

１ 会員及び児童の福利厚生に寄与する計画に協力する。 

２ 学校の施設改善に協力し児童の生活環境をよくする。 

３ 学校給食が充分な効果をあげるように協力し、各家庭の食生活の改善をはかる。 

第 ６ 章  学級（学年）委員 

第１９条 各学級で互選によりそれぞれ２名の学級委員（学年委員）を選出することができる。各学年

ごとに学年委員長１名、学年副委員長２名を互選し、会長がこれを委嘱する。なお、学級

（学     年）に書記２名を置くことができる。 

第２０条 イ 学級（学年）委員は、学級集会・学級父母の会または学年集会・学年父母の会を       

もち、その学級・学年独自の活動にあたる。 

ロ 学級（学年）の書記は、学級（学年）の集会の記録をとる。 

第２１条 学級（学年）集会は、会員相互の親睦をはかり互いに学習し合う。学級（学年）父母     

の会は、学校・学年・学級の教育目標・経営方針・努力点等を理解し合う。 

第 ７ 章  補導委員 

第２２条 補導委員は、別表１に基づき会員の互選により選出する。 

      また、別表１の各地区による代表委員を置く。なお、補導委員は 

１ 地区内児童の補導や登校班編成、指導にあたる。 

２ 地区内の教育関係行事に進んで協力する。 

３ 代表委員は各地区の委員との連絡にあたる。 

第 ８ 章  学校長 

第２３条 校長は学校経営並びに教育上、ＰＴＡのあらゆる活動について助言をのべることが     

できる。 

第 ９ 章  慶弔規定 

第２４条 慶弔規定は別に定める。 

第１０ 章  改    正 

第２５条 この細則は運営委員会又は前年度役員会において構成員の３分の２以上の賛成がなければ改

正することができない。ただし、改正案はあらかじめ運営委員会又は役員会の構成員に知ら

せておかなければならない。なお、改正の結果は次期総会に報告しなければならない。 

          （註）この細則は昭和４７年 ４月  日より実施する。 

昭和６２年 ４月１６日 一部改正 

平成 ４年 ４月２２日 一部改正 

平成 ７年 ４月２１日 一部改正 

平成 ８年 ４月１９日 一部改正 

平成１８年 ４月２１日 一部改正 

平成１９年 ４月２０日 一部改正 

平成２０年 ４月１８日 一部改正 
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平成２１年 ４月１７日 一部改正 

平成２３年 ２月２２日 一部改正 

平成２６年 ３月３１日 一部改正 

平成２８年 ３月３１日 一部改正 

令和 ６年 ３月１５日 一部改正 

別表１  各地区は下記のとおりとし、委員の人数は地区内の実状により決定する。 

下 町  仲 町  上 町  駅 前  笹 原  関根井  箕 輪 

川 北  川 南  川 東  泉 町  スクールバス（直売所、やくさま、学童前） 

 

国分寺小学校ＰＴＡ慶弔規程 

 

 

第 １ 条 本会細則第２４条により細則として定める。 

第 ２ 条 この細則は、ＰＴＡ会員、児童及び特に定める場合に適用する。 

第 ３ 条 慶弔費は 年額 ２６０円とする。 

第 ４ 条 慶弔規定の適用範囲は下記のとおりとする。 

１ 表  彰（県以上） 

２ 結  婚（Ｔ会員） 

３ 出  産（運営委員及びＴ会員） 

４ 傷  病（重病または２週間以上の入院） 

５ 転 出 入（Ｔ会員） 

６ 退  職（運営委員、監査委員及びＴ会員） 

７ 死  亡 

８ そ の 他 

第 ５ 条 前条の慶弔の実施は下表による。ただし、この規定によりがたいときは、運営委員又は役員

会で協議の上決める。 

    区 分 

 事 項 

 

  運営委員・監査・Ｔ会員  

  会  員 

 

  児  童 

 

   備  考   本  人  配偶者一親等 

 表  彰  ５，０００円     

 結  婚  ５，０００円     

 出  産  ５，０００円  ５，０００円    

 傷  病  ５，０００円      

 転 退 職  Ｔ会員１年未満 3,000 円､１年増すごとに 1,000

円加算(最高限度額は 10,000 円)役員には感謝状等

を贈る 

  

 死  亡  ５，０００円  ５，０００円  ５，０００円  ５，０００円  花環一基またはそれ

に相当するもの 

 そ の 他  ５，０００円   ５，０００円   協議のうえ決定 

 

 ※ 運営委員、監査、Ｔ会員の配偶者の父母（同居）死亡のときは、香料 5,000 円を贈る。  

※ 転出転入（Ｔ会員）の場合には歓送迎会を開く。ただし、転入者は会費相当額を納入する。 

 

第 ６ 条 本規定は、運営委員会又は役員会の議決を経て総会に報告する。 

第 ７ 条 本規定の改正は、細則第２５条による。 

 

                付    則 

 

第 ８ 条 見舞、会葬は会長が代表する。 

第 ９ 条 慶弔に対する返礼は辞退する。 

第１０条 慶弔費の収支は別会計とする。 
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本規定は、昭和４９年 ４月２２日より実施する。 

          昭和５２年１２月 ７日 一部改正 

昭和５５年 ４月２３日 一部改正 

平成 ７年 ４月２１日 一部改正 

平成 ８年 ４月１９日 一部改正 

平成１０年 ４月２３日 一部改正 

平成１３年 ４月２０日 一部改正 

平成２２年 ２月２２日 一部改正 

平成２３年 ２月２２日 一部改正 

令和 ６年 ３月１５日 一部改正 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 13 - 

  



- 14 - 
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令和７年度 ＰＴＡ本部役員（案） 
 

 

役 職 氏 名（敬語略） 備 考 

会 長 工藤 直寛   

副会長  

須藤 良透  新 任 

須藤 大海  新 任 

阿久津 友紀   

山中 愛   

書 記  

石川 敦郎   

稲葉 美貴   

白石 孝子 教 頭 

会 計  

新井 聡子   

田中 まどか 新 任 

芋川 晴恵 教務主任 

顧 問 石島 直 校 長 

 
 

令和７年度 監査委員（案） 
 

 

監 査 

髙橋 裕美   

堀部 真耶         

高柳 美希 新 任 
 


